
付 議 第 ３ 号

高知県教育委員会事務局及び教育機関処務規程の一部を改正する訓

令議案

高知県教育委員会事務局及び教育機関処務規程（平成14年３月高知県教育委

員会訓令第１号）の一部を別紙のとおり改正することについて、議決を求めま

す。

高知県教育委員会事務委任等規則（平成４年教育委員会規則第１号）

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(３) 規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。



１

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

教 育 委 員 会 訓 令

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

高 知 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 号

教 育 委 員 会 事 務 局

各 教 育 機 関

高 知 県 教 育 委 員 会 事 務 局 及 び 教 育 機 関 処 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す

る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

年 月 日

高 知 県 教 育 長 長 岡 幹 泰

高 知 県 教 育 委 員 会 事 務 局 及 び 教 育 機 関 処 務 規 程 の 一 部 を

改 正 す る 訓 令

高 知 県 教 育 委 員 会 事 務 局 及 び 教 育 機 関 処 務 規 程 （ 平 成 14年 ３ 月

高 知 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ５ 条 の 表 教 育 機 関 の 高 知 県 心 の 教 育 セ ン タ ー 所 長 の 項 中 「 チ

ー フ 」 を 「 多 様 な 学 び ・ 相 談 支 援 課 長 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

高 知 県 教 育 委 員 会 訓 令

◎ 高 知 県 教 育 委 員 会 事 務 局 及 び 教 育 機 関 処 務 規 程 の 一 部

を 改 正 す る 訓 令

別紙



２

高知県教育委員会事務局及び教育機関処務規程の一部を改正する訓令

議案説明

この訓令は、令和６年度の組織改正により、高知県心の教育センターに多様な学

び・相談支援課を設置することに伴い、必要な改正をしようとするものである。
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新 旧 対 照 表

新

高知県教育委員会事務局及び教育機関処務規程（抜粋）

旧

高知県教育委員会事務局及び教育機関処務規程（抜粋）

（代決） （代決）

第５条 決裁等を受ける場合において、次の表の左欄に掲げる決裁

権者等が不在のときは、同表の右欄に掲げる職にある者が、それ

ぞれの順位により代決することができる。この場合において、教

育次長が２人以上いるときは、教育長が定めた順序又は方法によ

る。

第５条 決裁等を受ける場合において、次の表の左欄に掲げる決裁

権者等が不在のときは、同表の右欄に掲げる職にある者が、それ

ぞれの順位により代決することができる。この場合において、教

育次長が２人以上いるときは、教育長が定めた順序又は方法によ

る。

決裁権者等
代決権者

第１順位 第２順位 第３順位

略

教育機関 高知県心の

教育センタ

ー所長

次長 多 様 な 学

び・相談支

援課長

略

決裁権者等
代決権者

第１順位 第２順位 第３順位

略

教育機関 高知県心の

教育センタ

ー所長

次長 チーフ

略
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